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弁 理 士 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 に つ い て

１ ． 法 律 改 正 の 目 的

知 的 財 産 関 連 の 侵 害 訴 訟 件 数 は 、 こ こ １ ０ 年 間 で 約 ２ 倍 （ ３ １ １ 件 （ 平 成
３ 年 ） → ６ １ ０ 件 （ 平 成 １ ２ 年 ） に 達 し 、 今 後 も 増 加 が 予 測 。）

こ れ に 対 し 、 知 的 財 産 専 門 の 弁 護 士 （ 弁 理 士 登 録 し て い る 者 ） は 、 ３ ０ ０
人 弱 に 留 ま っ て お り 、 米 国 （ 特 許 弁 護 士 約 １ ６ ０ ０ ０ 人 ） に 比 べ 十 分 な サ ー
ビ ス 提 供 が 困 難 な 状 況 に あ り 、 産 業 界 等 ユ ー ザ ー サ イ ド か ら も 専 門 性 の 高 い
訴 訟 代 理 人 の 質 的 ・ 量 的 拡 大 に よ る 紛 争 処 理 サ ー ビ ス の 充 実 ・ 強 化 が 強 く 要
請 さ れ て い る 。

こ の た め 、 知 的 財 産 権 に 関 す る 専 門 的 知 見 を 有 す る 弁 理 士 に 、 特 許 権 等 侵
害 訴 訟 に お け る 訴 訟 代 理 権 の 付 与 を 行 う 必 要 が あ る 。



２ ． 法 律 の 概 要

弁 理 士 へ の 侵 害 訴 訟 代 理 権 の 付 与

○ 特 許 権 等 の 侵 害 訴 訟 （ 弁 護 士 が 訴 訟 代 理 人 に な っ て い る 事 件 に 限 る ） に お け。
る 訴 訟 代 理 権 を 弁 理 士 に 付 与 。 こ の た め 、 訴 訟 代 理 権 の 付 与 を 希 望 す る 弁 理 士
に 対 し 信 頼 性 の 高 い 能 力 担 保 措 置 を 講 じ る 。

・ 特 許 権 等 の 侵 害 訴 訟 」 は 、 具 体 的 に は 、 特 許 、 実 用 新 案 、 意 匠 、 商 標 若 し「
く は 半 導 体 回 路 配 置 に 関 す る 権 利 又 は 特 定 不 正 競 争 に よ る 営 業 上 の 利 益 に 関 す
る 侵 害 訴 訟 と す る 。

・ 信 頼 性 の 高 い 能 力 担 保 措 置 」 は 、 民 事 訴 訟 実 務 に 関 す る 研 修 及 び そ の 効 果「
を 判 定 す る た め の 試 験 に よ り 構 成 す る 。

○ 弁 理 士 の 出 廷 に つ い て 共 同 受 任 し て い る 弁 護 士 と の 共 同 出 廷 が 原 則 で あ る が、 、
裁 判 所 が 相 当 と 認 め る と き は 、 単 独 出 廷 が で き る 。



（ 抜 粋 ）

【 司 法 制 度 改 革 審 議 会 意 見 書 】 （ 平 成 １ ３ 年 ６ 月 １ ２ 日 ）

－ Ⅱ ． 国 民 の 期 待 に 応 え る 司 法 制 度

第 １ 民 事 司 法 制 度 の 改 革

３ ． 知 的 財 産 権 関 係 事 件 へ の 総 合 的 な 対 応 強 化

○ 知 的 財 産 権 関 係 訴 訟 事 件 の 審 理 期 間 を お お む ね 半 減 す る こ と を 目 標 と し 、 民 事 裁 判 の 充 実 ・

迅 速 化 に 関 す る 方 策 に 加 え 、 以 下 の 方 策 等 を 実 施 す べ き で あ る 。

・ 弁 理 士 の 特 許 権 等 の 侵 害 訴 訟 代 理 権 に つ い て は 、 信 頼 性 の 高 い 能 力 担 保 措 置 を 講 じ た 上 で 、

こ れ を 付 与 す べ き で あ る 。

（ ２ ） 総 合 的 な 対 応 強 化 の 具 体 的 方 策

・ 技 術 的 知 見 を 有 す る 弁 理 士 の 専 門 性 を も 活 用 す る た め 、 弁 理 士 の 特 許 権 等 の 侵 害 訴 訟 代 理 権 （ 弁 護 士 が

訴 訟 代 理 人 と な っ て い る 事 件 に 限 る ） に つ い て は 、 信 頼 性 の 高 い 能 力 担 保 措 置 を 講 じ た 上 で 、 こ れ を 付。

与 す べ き で あ る 。

－ Ⅲ ． 司 法 制 度 を 支 え る 法 曹 の 在 り 方

第 ３ 弁 護 士 制 度 の 改 革

７ ． 隣 接 法 律 専 門 職 種 の 活 用 等

○ 訴 訟 手 続 に お い て 、 隣 接 法 律 専 門 職 種 な ど の 有 す る 専 門 性 を 活 用 す る 見 地 か ら 、

・ 弁 理 士 へ の 特 許 権 等 の 侵 害 訴 訟 （ 弁 護 士 が 訴 訟 代 理 人 と な っ て い る 事 件 に 限 る ） で の 代。

理 権 に つ い て は 、 信 頼 性 の 高 い 能 力 担 保 措 置 を 講 じ た 上 で 、 こ れ を 付 与 す べ き で あ る 。

弁 護 士 と 隣 接 法 律 専 門 職 種 と の 関 係 に つ い て は 、 弁 護 士 人 口 の 大 幅 な 増 加 と 諸 般 の 弁 護 士 改 革 が 現 実 化

す る 将 来 に お い て 、 各 隣 接 法 律 専 門 職 種 の 制 度 の 趣 旨 や 意 義 、 及 び 利 用 者 の 利 便 と そ の 権 利 保 護 の 要 請 等

を 踏 ま え 、 法 的 サ ー ビ ス の 担 い 手 の 在 り 方 を 改 め て 総 合 的 に 検 討 す る 必 要 が あ る 。 し か し な が ら 、 国 民 の

権 利 擁 護 に 不 十 分 な 現 状 を 直 ち に 解 消 す る 必 要 性 に か ん が み 、 利 用 者 の 観 点 か ら 当 面 の 法 的 需 要 を 充 足 さ

せ る た め の 措 置 を 講 じ る 必 要 が あ る 。

こ の よ う な 観 点 に 立 ち 、 訴 訟 手 続 き に お い て は 、 隣 接 法 律 専 門 職 種 な ど の 有 す る 専 門 性 を 活 用 す る 見 地

か ら 、 少 な く と も ・ ・ ・ 中 略 ・ ・ ・ 、 弁 理 士 の 特 許 権 等 の 侵 害 訴 訟 （ 弁 護 士 が 訴 訟 代 理 人 と な っ て い る、

事 件 に 限 る ） で の 代 理 権 に つ い て は 、 信 頼 性 の 高 い 能 力 担 保 措 置 を 講 じ た 上 で 、 こ れ を 付 与 す べ き で あ る 。。




